
「大野城市人権教育・啓発基本指針」

に基づく実施計画（第２次） 

令和元年度進捗状況報告書 

大野城市 





「大野城市人権教育・啓発基本指針」に基づく実施計画（第２次）  

平成31（令和元）年度進捗状況報告にあたって 

平成22年３月、大野城市は豊かな人権文化のまちづくりのための方向

性と人権教育・啓発の基本的な方針を示した「大野城市人権教育・啓発基

本指針」を策定し、また平成23年５月には基本指針をもとにした「大野

城市人権教育・啓発基本指針」に基づく実施計画（計画期間：平成23年

～27年度）を策定しました。 

この実施計画は、平成27年度をもって、５年間の計画期間を満了とな

り、新たに、平成28年３月に、社会情勢の変化や平成26年度に実施した

「大野城市人権問題に関する市民意識調査」調査結果等を踏まえ、「大野

城市人権教育・啓発基本指針（改定版）」及び「同指針に基づく実施計画

（第２次）」（計画期間：平成28年度～32年度）を策定しました。 

本報告書は、令和元年度におけるその事業実績を、市の関係各課からの

報告をもとに取りまとめ、その内容について、市民委員により構成された

「大野城市人権政策審議会」の意見を付して年次報告として公表するこ

とにより、今後の人権教育・啓発施策に反映させていくものであります。 
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